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 中小企業庁は、平成２６年７月２５日に小規模企業振興基本法に基づき、小規模企業の

振興に関する施策の総合かつ計画的な推進を図るために「小規模企業振興基本計画」の原

案をまとめました。 

 この基本計画は、小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案するとともに小規模企業の振興

に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね５年ごとに変更するもとされました。 

 小規模企業振興基本法における「小規模企業の事業の継続的発展」の基本原則にのっと

り、小規模企業の振興に関する施策を講じる際の基本方針が定められており、その実現に

向け、本基本計画では下記の４つの目標の設定と、１０の重点施策に取り組むことが打ち

出され、今年８月には全国で９地区での意見交換会の開催をするとともにパブリックコメ

ントを募集し、基本計画を閣議決定して国会に報告する予定となっております。 

 

○４つの目標○４つの目標○４つの目標○４つの目標    
 

 １．需要を見据えた経営の促進１．需要を見据えた経営の促進１．需要を見据えた経営の促進１．需要を見据えた経営の促進    

   ※ 顔の見える信頼関係をより積極的に活用した需要の創造・掘り起こし 
 

 ２．新陳代謝の促進２．新陳代謝の促進２．新陳代謝の促進２．新陳代謝の促進    

   ※ 多様な人材・新たな人材の活用による事業の展開・創出 
 

 ３．地域経済の活性化に資する事業活動の推進３．地域経済の活性化に資する事業活動の推進３．地域経済の活性化に資する事業活動の推進３．地域経済の活性化に資する事業活動の推進    

   ※ 地域のブランド化・にぎわいの創出 
 

４．適切な支援体制の整備４．適切な支援体制の整備４．適切な支援体制の整備４．適切な支援体制の整備    

   ※ 事業者の課題を自らの課題と捉えたきめ細かな対応 

 

○１０の重点施策○１０の重点施策○１０の重点施策○１０の重点施策    
 

  

 

１．需要を見据えた経営の促進１．需要を見据えた経営の促進１．需要を見据えた経営の促進１．需要を見据えた経営の促進    

（重点施策１）ビジネスプラン等に基づく経営の 

推進 

（重点施策２）需要開拓に向けた支援 

（重点施策３）新事業展開や高付加価値化の支援 

２．新陳代謝の促進２．新陳代謝の促進２．新陳代謝の促進２．新陳代謝の促進    

（重点施策４）起業・操業支援 

（重点施策５）事業継承・円滑な事業廃止 

（重点施策６）人材の確保・育成 

３．地域経済の活性化に資する事業活動の推進３．地域経済の活性化に資する事業活動の推進３．地域経済の活性化に資する事業活動の推進３．地域経済の活性化に資する事業活動の推進    

（重点施策７）地域経済に波及効果なある事業の 

推進 

（重点政策８）地域のコミュニティを支える事業の 

       推進 

４．適正な支援体制の整備４．適正な支援体制の整備４．適正な支援体制の整備４．適正な支援体制の整備    

（重点施策９）支援体制の整備 

（重点施策 10）手続きの簡素化・施策情報の提供 
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18181818：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    

日時：平成日時：平成日時：平成日時：平成 2222６６６６年１１月年１１月年１１月年１１月１１１１日（土）日（土）日（土）日（土）    

 

会場：遠野駅前周辺会場：遠野駅前周辺会場：遠野駅前周辺会場：遠野駅前周辺    

対象：対象：対象：対象：20202020 歳以上の男女歳以上の男女歳以上の男女歳以上の男女    
   上限なし！未婚・既婚は問いません 

詳しくは、もえろ遠コンＨＰ詳しくは、もえろ遠コンＨＰ詳しくは、もえろ遠コンＨＰ詳しくは、もえろ遠コンＨＰををををご覧下さいご覧下さいご覧下さいご覧下さい    

http：//www.tonomachicom.com/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

■融 資融 資融 資融 資 額額額額                             万円以内万円以内万円以内万円以内    
 

※東日本大震災の直接被害、間接被害を受けられ、被害証明

書等を提出できる方は、通常枠と別枠１，０００万円以内 

の利用が可能です。 
 

 

■返済期間返済期間返済期間返済期間        ★運転資金★運転資金★運転資金★運転資金    ７年以内７年以内７年以内７年以内 
（据置期間１年以内） 

★★★★設備資金１０年以内設備資金１０年以内設備資金１０年以内設備資金１０年以内    
（うち据置期間２年以内） 

 

 

■貸付利率貸付利率貸付利率貸付利率    1.1.1.1.45454545％％％％（平成 26 年１０月 1 日現在） 

  ※設備資金については、さらに年 0.5％引き下げに 

なります。 

 

 

 
 

国の公正取引委員会は、転嫁拒否行為に関する情報を積極的に収集するため、消費税率の引上げ

が実施された本年４月以降、中小企業庁と合同で、中小企業・小規模事業者等に対する悉皆的な書

面調査や大規模小売業者及び大企業等に対する書面調査を実施し、これによって把握した情報等に

基づき、転嫁拒否行為に対して迅速かつ厳正に対処しております。その結果、７月までに計６件の

勧告・公表行ったほか、８月に１件の勧告・公表を行うとともに、中小企業長官から消費税転嫁対

策特別措置法第５条の規定に基づく３件の措置請求を受けたところです。 

今後も引き続き、転嫁拒否行為に対して迅速かつ厳正に対処していくとともに、重大な転嫁拒否

行為が認められた場合には勧告・公表を積極的に行うこととしており、転嫁拒否行為の未然防止の

ための取組についても実施する方針となっております。 
 

消費税価格転嫁等総合相談センター消費税価格転嫁等総合相談センター消費税価格転嫁等総合相談センター消費税価格転嫁等総合相談センター        専用ダイヤル：専用ダイヤル：専用ダイヤル：専用ダイヤル：0570057005700570----200200200200----123123123123    

ホームページ（ホームページ（ホームページ（ホームページ（24242424 時間受付）時間受付）時間受付）時間受付）    http://www.tenkasoudan.go.jp 

    
 

 

 

 

相談は、事前予約制になっており相談は、事前予約制になっており相談は、事前予約制になっており相談は、事前予約制になっております。ます。ます。ます。    

相談日の前日までに、必ず花巻相談日の前日までに、必ず花巻相談日の前日までに、必ず花巻相談日の前日までに、必ず花巻年金事務所年金事務所年金事務所年金事務所

までまでまでまで電話で申込み下さい。電話で申込み下さい。電話で申込み下さい。電話で申込み下さい。    
    

■相談日 （毎月１回 木曜日） 

 １１月６日 １２月４日 １月８日 

  ２月５日  ３月５日 

■時 間 

   午前１０時３０分～午後３時３０分 

■会 場  

遠野市まちおこしセンター３階 

■持参するもの 

年金手帳や被保険者証等関係書類等 
 

 

★予約先 花巻年金事務所  

（電話：0198-23-3351）まで 

 
    

    

エキスパートバンク制度とは？エキスパートバンク制度とは？エキスパートバンク制度とは？エキスパートバンク制度とは？    
 エキスパートバンクは、経営上の様々な悩みを解決するために、全国の専門 

家(エキスパート)を原則無料で派遣し、具体的実践的なアドバイスを行い課題 

解決を図る国の制度です。※２回目以降の指導は、謝金・旅費の 1/3 を負担頂きます。 

主な指導分野主な指導分野主な指導分野主な指導分野    

法務・税務・情報経営管理・生産管理・労務管理・商品開発・デザイン・店舗設計等 
 

■詳しくは商工会まで（本所・支所） 
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労働保険は、政府が管理、運営している強制

的な保険であり、原則として労働者を１人でも

雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続き

を取り、労働保険料を納めなければなりません。 

 もしも、事業主が故意または重大な過失によ

り労災保険の保険成立届を提出していない期間

中に労災事故が生じて労災給付を行った場合

は、遡及して事業主から労働保険料を徴収する

ほかに、労災給付に要した費用の一部を徴収す

ることとなっておりますのでご留意願います。 

 労働保険の加入手続き等に不安がある場合

は、遠野商工会の労働保険事務組合に依頼する

こともできます。※事業主（役員）等の労災の

特別加入は、事務組合のみ加入出来ます。 

 詳しいことは、岩手県労働局総務部労働保険

徴収室、最寄りの労働基準監督署又は公共職業

安定所にお問い合わせ下さい。 

 

 

 
 

 

去る１０月５日（日）に、早瀬川緑地グランドにおい 

て参加９チームにより、第 52 回商工会野球大会が開催 

されました。 

 各試合とも接戦となり、(株)オサダ岩手事業所と大野 

ゴム工業(株)がともに初優勝をかけて決勝に勝ち上がり、 

試合は、５－１で(株)オサダ岩手事業所が大野ゴム工業 

(株)を下し、初出場・初優勝を飾りました。 

試合結果は、商工会ＨＰに掲載しております。 

 

 

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主（共同経営者を

含む）または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職され

たりした場合、生活の安定や事業の再建を図るために資金をあら

かじめ準備しておく共済制度です。 

いわば「経営者の退職金制度」といえます。 

 また、平成２３年１月からは個人事業主の「共同経営者」も２名まで加入できるようになり

ました。共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で下記の条件を満たす方で、

いわゆる事業専従者です。 

条件 ①事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担し

ている。 

   ②事業の執行に対する報酬を受けている 

● 

● 

● 

● 

初優勝した(株)オサダ岩手事業所の皆さん 
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番 号 事業所名 代表者 業務内容 住 所 

1 グリーン企画 高室 富貴 農作物販売、土木工事 土渕町 

2 パン工房 まるみパン 菊池 洋子 パン製造小売 宮守町上宮守 

3 ヒカリテクノ 佐々木 里子 電気機械器具製造 松崎町白岩 

４ 建築 大洞 大洞 和正 木造建築 土渕町 

５ 上澤水道 上澤 哲也 配管工事 土渕町 

６ セブンイレブン遠野早瀬町店 小松 佑 コンビニエンスストア 早瀬町 

７ やまがら文庫 前田 直 飲食・宿泊 遠野町 

8 共栄精工 多田 武夫 鉄骨加工 東上組町 

（平成（平成（平成（平成 26262626 年年年年 10101010 月月月月 1111 日時点）日時点）日時点）日時点）    

 

 
  

 

 ９月３０日付けで、職員 小時田 典子（記帳選任職員）が退職 

致しました。関係者の皆様に大変お世話になりました。 

 後任については、未定のため今後、年末調整や確定申告指導等がある 

ことから臨時職員２名を１０月１日より採用し、対応いたしますのでよ 

ろしくお願い致します。なお、宮守支所の開設日は、下記のとおりです。 

 

６日・ ７日・ ８日 

９日・１３日・１５日 

※１９日以降 

月～金曜日開所します 

２１日・２３日 

２８日・３０日 

商工会では、各種情報を昨年度の商工会ニーズ調査にて希望された会員事業所の方商工会では、各種情報を昨年度の商工会ニーズ調査にて希望された会員事業所の方商工会では、各種情報を昨年度の商工会ニーズ調査にて希望された会員事業所の方商工会では、各種情報を昨年度の商工会ニーズ調査にて希望された会員事業所の方

へメール等で発信を行っております。まだ、登録されていない会員の方は是非ご登へメール等で発信を行っております。まだ、登録されていない会員の方は是非ご登へメール等で発信を行っております。まだ、登録されていない会員の方は是非ご登へメール等で発信を行っております。まだ、登録されていない会員の方は是非ご登

録をお願いします。録をお願いします。録をお願いします。録をお願いします。ごごごご登録登録登録登録をををを希望の方は、商工会までご連絡をお願いします。希望の方は、商工会までご連絡をお願いします。希望の方は、商工会までご連絡をお願いします。希望の方は、商工会までご連絡をお願いします。    

 
 

 

市内の商工業者の減少とともに会員事業所の減少も続いており、商工会役職員一体となっ

て、現在取組んでおります。つきましては、会員のみなさまからの会員になられていない事

業所のご紹介の情報がありましたら商工会までご連絡をお願いいたします。 

４日・ ６日・１０日 

１１日・１３日・１７日 

１８日・２０日・２５日 

２７日 

２日・ ４日・ ８日 

９日・１１日・１５日 

１６日・１８日・２４日 

２５日 

 

16:35 頃発 16:48 頃発 17:48 頃発 18:23 頃着 

※予定時刻であり、変更となる場合がございます。 

花巻駅 新花巻駅 宮守駅 遠野駅 

運行区間：花巻駅～遠野駅間（片道） 


